
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
三
号

女
性
労
働
基
準
規
則

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
六
十
四
条
の
四
、
第
六
十
四
条
の
五
第
三
項
並
び
に
第
百
十
五
条
の
二

の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
女
子
労
働
基
準
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
坑
内
業
務
の
就
業
制
限
の
範
囲
）

第
一
条
　
労
働
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
の
二
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
人
力
に
よ
り
行
わ
れ
る
土
石
、
岩
石
若
し
く
は
鉱
物
（
以
下
「
鉱
物
等
」
と
い
う
。
）
の
掘
削
又
は
掘
採
の
業
務

二
　
動
力
に
よ
り
行
わ
れ
る
鉱
物
等
の
掘
削
又
は
掘
採
の
業
務
（
遠
隔
操
作
に
よ
り
行
う
も
の
を
除
く
。
）

三
　
発
破
に
よ
る
鉱
物
等
の
掘
削
又
は
掘
採
の
業
務

四
　
ず
り
、
資
材
等
の
運
搬
若
し
く
は
覆
工
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
等
鉱
物
等
の
掘
削
又
は
掘
採
の
業
務
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
業
務
（
鉱
物
等
の
掘
削
又
は
掘
採
に
係
る
計
画
の
作
成
、
工
程
管
理
、
品
質
管
理
、
安
全
管
理
、

保
安
管
理
そ
の
他
の
技
術
上
の
管
理
の
業
務
並
び
に
鉱
物
等
の
掘
削
又
は
掘
採
の
業
務
に
従
事
す
る
者
及
び
鉱
物
等
の
掘
削
又
は
掘
採
の
業
務
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
技
術
上
の
指
導
監
督
の
業
務
を
除
く
。
）

（
危
険
有
害
業
務
の
就
業
制
限
の
範
囲
等
）

第
二
条
　
法
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
妊
娠
中
の
女
性
を
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
齢
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
重
量
以
上
の
重
量
物
を
取
り
扱
う
業
務

年
齢

重
量
（
単
位
　
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

断
続
作
業
の
場
合

継
続
作
業
の
場
合

満
十
六
歳
未
満

十
二

八

満
十
六
歳
以
上
満
十
八
歳
未
満

二
十
五

十
五

満
十
八
歳
以
上

三
十

二
十

二
　
ボ
イ
ラ
ー
（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
第
十
八
号
に
お
い
て
「
安
衛
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
ボ
イ
ラ
ー
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
扱
い
の
業
務

三
　
ボ
イ
ラ
ー
の
溶
接
の
業
務

四
　
つ
り
上
げ
荷
重
が
五
ト
ン
以
上
の
ク
レ
ー
ン
若
し
く
は
デ
リ
ツ
ク
又
は
制
限
荷
重
が
五
ト
ン
以
上
の
揚
貨
装
置
の
運
転
の
業
務

五
　
運
転
中
の
原
動
機
又
は
原
動
機
か
ら
中
間
軸
ま
で
の
動
力
伝
導
装
置
の
掃
除
、
給
油
、
検
査
、
修
理
又
は
ベ
ル
ト
の
掛
換
え
の
業
務

六
　
ク
レ
ー
ン
、
デ
リ
ツ
ク
又
は
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
の
業
務
（
二
人
以
上
の
者
に
よ
つ
て
行
う
玉
掛
け
の
業
務
に
お
け
る
補
助
作
業
の
業
務
を
除
く
。
）

七
　
動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
土
木
建
築
用
機
械
又
は
船
舶
荷
扱
用
機
械
の
運
転
の
業
務

八
　
直
径
が
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丸
の
こ
盤
（
横
切
用
丸
の
こ
盤
及
び
自
動
送
り
装
置
を
有
す
る
丸
の
こ
盤
を
除
く
。
）
又
は
の
こ
車
の
直
径
が
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
帯
の
こ
盤
（
自
動
送
り
装
置
を
有
す
る

帯
の
こ
盤
を
除
く
。
）
に
木
材
を
送
給
す
る
業
務

九
　
操
車
場
の
構
内
に
お
け
る
軌
道
車
両
の
入
換
え
、
連
結
又
は
解
放
の
業
務

十
　
蒸
気
又
は
圧
縮
空
気
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
プ
レ
ス
機
械
又
は
鍛
造
機
械
を
用
い
て
行
う
金
属
加
工
の
業
務

十
一
　
動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
プ
レ
ス
機
械
、
シ
ヤ
ー
等
を
用
い
て
行
う
厚
さ
が
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
加
工
の
業
務

十
二
　
岩
石
又
は
鉱
物
の
破
砕
機
又
は
粉
砕
機
に
材
料
を
送
給
す
る
業
務

十
三
　
土
砂
が
崩
壊
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
又
は
深
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
地
穴
に
お
け
る
業
務

十
四
　
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
で
、
墜
落
に
よ
り
労
働
者
が
危
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
お
け
る
業
務

十
五
　
足
場
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
業
務
（
地
上
又
は
床
上
に
お
け
る
補
助
作
業
の
業
務
を
除
く
。
）

十
六
　
胸
高
直
径
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
立
木
の
伐
採
の
業
務

十
七
　
機
械
集
材
装
置
、
運
材
索
道
等
を
用
い
て
行
う
木
材
の
搬
出
の
業
務

十
八
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
害
物
を
発
散
す
る
場
所
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務

イ
　
塩
素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
（
別
名
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）
、
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
、
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
、
エ
チ
レ
ン
イ
ミ
ン
、
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
化
合
物
、
ク
ロ
ム
酸
塩
、
五
酸
化
バ
ナ
ジ
ウ
ム
、
水
銀
若
し
く
は
そ
の
無
機
化
合

物
（
硫
化
水
銀
を
除
く
。
）
、
塩
化
ニ
ツ
ケ
ル
（
Ⅰ
Ⅰ
）
（
粉
状
の
物
に
限
る
。
）
、
ス
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
）
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、

ひ砒
素
化
合
物
（
ア
ル
シ
ン
及
び

ひ砒
化
ガ
リ

ウ
ム
を
除
く
。
）
、
ベ
ー
タ―

プ
ロ
ピ
オ
ラ
ク
ト
ン
、
ペ
ン
タ
ク
ロ
ル
フ
エ
ノ
ー
ル
（
別
名
Ｐ
Ｃ
Ｐ
）
若
し
く
は
そ
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
又
は
マ
ン
ガ
ン
を
発
散
す
る
場
所
　
次
に
掲
げ
る
業
務
（
ス
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
（
別
名
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
）
又
は
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
を
発
散
す
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
（
２
）
に
限
る
。
）

（１）
　
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
八
条
の
十
四
第
一
項
第
十
一
号
ハ
若
し
く
は
第
十
二
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

作
業
を
行
う
業
務
で
あ
つ
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
も
の

（２）
　
（
１
）
の
業
務
以
外
の
業
務
の
う
ち
、
安
衛
令
第
二
十
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
作
業
場
（
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
屋
内
作
業
場
若
し
く
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
屋
内
作
業

場
又
は
コ
ー
ク
ス
炉
上
に
お
い
て
若
し
く
は
コ
ー
ク
ス
炉
に
接
し
て
コ
ー
ク
ス
製
造
の
作
業
を
行
う
場
合
の
当
該
作
業
場
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評

価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
お
け
る
作
業
を
行
う
業
務

1



ロ
　
鉛
及
び
安
衛
令
別
表
第
四
第
六
号
の
鉛
化
合
物
を
発
散
す
る
場
所
　
次
に
掲
げ
る
業
務

（１）
　
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
第
三
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
て
行
う
臨
時
の
作
業
を
行
う
業
務
又
は
同
令
第
五
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に

規
定
す
る
業
務
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
（
同
項
に
規
定
す
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
同
令
第
三
条
各
号
に
規
定
す
る
業
務
及
び
同
令
第
五
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
装
置
等
を

か稼
働
さ
せ
て
行
う
同
項
の
業

務
を
除
く
。
）

（２）
　
（
１
）
の
業
務
以
外
の
業
務
の
う
ち
、
安
衛
令
第
二
十
一
条
第
八
号
に
掲
げ
る
作
業
場
で
あ
つ
て
、
鉛
中
毒
予
防
規
則
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
お
け

る
業
務

ハ
　
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
テ
ー
ト
（
別
名
セ
ロ
ソ
ル
ブ
ア
セ
テ
ー
ト
）
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別

名
メ
チ
ル
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）
、
キ
シ
レ
ン
、
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド
、
ス
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
）
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ト
ル
エ
ン
、
二
硫
化
炭
素
、
メ
タ
ノ
ー
ル

又
は
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
を
発
散
す
る
場
所
　
次
に
掲
げ
る
業
務

（１）
　
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
八
条

の
八
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
業
務
（
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
第
二
条
第
一
項
（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
お
け
る
同
項
の
業
務
を
除
く
。
）

（２）
　
（
１
）
の
業
務
以
外
の
業
務
の
う
ち
、
安
衛
令
第
二
十
一
条
第
七
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
作
業
場
で
あ
つ
て
、
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
六
条
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
お
け
る
業
務

十
九
　
多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務

二
十
　
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に
お
け
る
業
務

二
十
一
　
多
量
の
低
温
物
体
を
取
り
扱
う
業
務

二
十
二
　
著
し
く
寒
冷
な
場
所
に
お
け
る
業
務

二
十
三
　
異
常
気
圧
下
に
お
け
る
業
務

二
十
四
　
さ
く
岩
機
、

び
よ
う

鋲

打
機
等
身
体
に
著
し
い
振
動
を
与
え
る
機
械
器
具
を
用
い
て
行
う
業
務

２
　
法
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
性
を
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
業
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。
た
だ
し
、
同

項
第
二
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
性
が
当
該
業
務
に
従
事
し
な
い
旨
を
使
用
者
に
申
し
出
た
場
合

に
限
る
。

第
三
条
　
法
第
六
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
者
は
、
妊
娠
中
の
女
性
及
び
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
性
以
外
の
女
性
と
し
、
こ
れ
ら
の
者
を
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
業
務
は
、
前
条
第
一

項
第
一
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

（
雇
用
環
境
・
均
等
局
調
査
員
）

第
四
条
　
法
第
百
条
第
三
項
に
規
定
す
る
女
性
主
管
局
長
及
び
そ
の
指
定
す
る
所
属
の
職
員
を
雇
用
環
境
・
均
等
局
調
査
員
と
い
う
。

２
　
雇
用
環
境
・
均
等
局
調
査
員
の
携
帯
す
べ
き
証
票
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
三
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
票
は
、
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
一
月
一
日
労
働
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
一
二
日
労
働
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
一
一
日
労
働
省
令
第
八
号
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
　
こ
の
省
令
（
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
五
日
労
働
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
前
の
女
子
労
働
基
準
規
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
票
は
、
改
正
後
の
女
性
労
働
基
準
規
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
一
三
日
労
働
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
前
の
女
性
労
働
基
準
規
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
票
は
、
改
正
後
の
女
性
労
働
基
準
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
労
働
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
、
第
八
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
三
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
五
十
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
、
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
女
性
労
働
基
準
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働

者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
及
び
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
労
働
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
証
明
書
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
第
七
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
証
票
、
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
五
条
の

三
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
、
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
女
性
労
働
基
準
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
七
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
及
び
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾

労
働
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式
に

よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
〇
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
厚
生
労
働
省
組
織
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
四
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
記
様
式
（
第
４
条
関
係
）

別記様式(第4条関係) 

第    号 

雇 用 環 境 ・ 均 等 局 調 査 員 証 票  

令和  年  月  日交付 

官 職     氏 

厚 生 労 働 省 雇 用 環 境 ・ 均 等 局 印 

 名 

  

厚生労働省 

  縦6.5センチメートル 
  横 8センチメートル 

 (別記様式裏面) 

   労働基準法(抄) 

 (女性主管局長の権限) 

第100条 厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労

働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)

は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及

び解釈に関する次項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管

局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級

の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。 

 女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管

局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧

し、又は閲覧せしめることができる。 

 第101条及び第105条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法

律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。 

第101条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書

類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 

 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなけれ

ばならない。 

第120条 次の各号の1に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

  (第1号から第3号まで 略) 

 4 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督

官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌

避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせ

ず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 

   女性労働基準規則(抄) 

第4条 法第100条第3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環

境・均等局調査員という。 

2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。  
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